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第1章. 整備計画の目的 

1.1 整備計画策定の目的 

町の最上位計画である三芳町第６次総合計画では、令和６年３月に開通した関越自動車
道三芳スマートインターチェンジ（以下、「三芳スマート IC」という。）のフルインター化
を契機として、新たな事業展開や交流の促進を図り、町のイメージ向上をめざす情報発信
機能や地域の多業種が連携した活力創生につながる商業機能を併せ持つ、（仮称）地域活性
化発信交流拠点（以下、「本拠点」という。）の整備促進を図ることとされております。 

計画の具体化に向け、令和６年度には、基本方針・基本コンセプト、導入施設等を検討
し、令和 7 年 5 月に（仮称）地域活性化発信交流拠点基本計画（以下、「基本計画」とい
う。）を策定しました。 

（仮称）地域活性化発信交流拠点整備計画（以下、「本計画」という。）は、基本計画のう
ち三芳スマート IC 隣接拠点を「道の駅」とし、内容をさらに具体化するため、事業規模や
事業費等、諸計画と相互に連携・調整された基盤整備計画及び建築物基本構想を含めた配
置計画等を策定するものです。 
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1.2 これまでの経緯 

1.2.1 これまでの経緯 

平成 13 年 3 月に策定された都市計画マスタープランでは、関越自動車道三芳パーキン
グエリア（以下、「三芳 PA」という。）に隣接し、地域物産販売や新たな業態の商業、催事
を中心とした人の交流と情報提供をテーマとした（仮称）三芳バザール賑わい公園構想に
ついて、検討を進める方向性が示されました。その後、町の最上位計画である総合計画に
位置づけられ、平成 30 年 8 月に基本構想が策定されました。 

このような中、360 年以上にわたり地域に継承されている「武蔵野の落ち葉堆肥農法」
は日本農業遺産、さらには世界農業遺産※に認定され、関越自動車道三芳スマート IC のフ
ル化が供用開始されるなど、町の今後の展開に資する大きな出来事があり、これを契機に
本拠点の早期実現に向けた機運が高まっています。 

なお、（仮称）地域活性化発信交流拠点とは、（仮称）三芳バザール賑わい公園構想の現
名称であり、令和 5 年度に名称を変更しました。 

令和 7 年 5 月に策定された基本計画では、拠点全体のコンセプトや導入機能が整理され
ました。また、拠点を一つに集約する「一体型整備」だけでなく、既存の地域資源を有効活
用する「分担型整備」が示されました。 

これまでの検討経緯を次に示します。 
 

※「世界農業遺産（GIAHS）」 

社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに

密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して

一体となった、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域（農林水産業システム）であり、国際連合食

糧農業機関(FAO)により認定されます。世界で 29 ヶ国 104 地域、日本では 17 地域が認定されています

（令和 7 年 11 月 28 日更新）。 

出典 世界農業遺産とは/農林水産省ホームページ 

(https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_1_1.html) 
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表 1-1 これまでの検討経緯と町のできごと 

年 度 検討経緯 町のできごと 

平成 
12 年度 

三芳町都市計画マスタープラン 策定（平成 13 年~令

和 2 年） 

・拠点計画の検討を進める方向性の提示 

 

平成 
18 年度 

三芳町第 4 次総合振興計画 策定 

・重点プロジェクトとして「いきいきプロジェクト」に

位置づけ 

三芳スマート IC ハーフ型※

として本格運用 

平成 
27 年度 

 
三芳スマート IC フル化事業

化決定 

平成 
28 年度 

三芳町第 5 次総合計画 策定 

・重点プロジェクトとして「『西の玄関口』プロジェク

ト」に位置づけ 

「武蔵野の落ち葉堆肥農法」

日本農業遺産認定 

平成 
30 年度 

（仮称）三芳バザール賑わい公園構想 基本構想策定  

令和 
2 年度 

三芳町都市計画マスタープラン 策定（令和 2 年~令和

22 年） 

・三芳 PA 周辺を複合交流拠点として位置づけ 

 

令和 
5 年度 

三芳町政策研究所「未来創造みよし塾」のテーマとして

選定 

（仮称）三芳バザール賑わい公園構想プロジェクトチー

ム提言書作成 

三芳町立地適正化計画 策定 

・「西の玄関口の活用プロジェクト」に位置づけ 

「みよし野ガーデン里山探

訪」ガーデンツーリズム登録 

「武蔵野の落ち葉堆肥農法」

世界農業遺産認定 

三芳スマート IC フル化供用

開始 

令和 
6 年度 

三芳町第 6 次総合計画 策定 

・施策１５－１として「立地や特性を活かした産業振

興」に「（仮称）地域活性化発信交流拠点整備の促進」

として位置づけ 

 

令和 
７年度 

(仮称)地域活性化発信交流拠点 基本計画策定  

   

※高速道路のインターチェンジ（IC）において、上り線の入・出、下り線の入・出の 4 方向にアクセスできることが

標準的な構造のところ、2 方向にしかアクセスできない IC のこと。 
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1.3 整備の方向性 

1.3.1 一体型整備と分担型整備の比較 

令和 7 年 5 月に策定された基本計画では、町北西部に地域活性化・発信・交流を担う拠
点の計画し、拠点全体のコンセプトや導入機能が整理されました。 

また、導入機能について、重要視する機能の検討により、事業の最適化を図る観点から、
拠点を１つに集約する「一体型整備案」に加え、既存の地域資源を有効活用する「分担型
整備案」が示されました。 

この「一体型整備案」と「分担型整備案」のそれぞれの事業費、導入機能、施設整備、事
業効果、事業期間などを比較しました。その結果、事業費の縮減が図られる「分担型整備
案」の優位性が確認されました。 

本計画は、「三芳スマート IC 隣接拠点」について、基本計画で検討した導入機能等に関
する具体的な検討をおこなうものです。 

 
表 1-2 比較表 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※重視する機能を整理した分担型整備案のうち、「三芳スマート IC 隣接拠点」を道の駅として計画する。

（赤枠部分） 

※比較表は、第 1 回検討委員会（令和 7 年 7 月）時点のものであり、本計画の検討結果と異なる。 

 

  

項目 細目 
分担型整備案 

一体型整備案 
三芳スマート IC 隣接拠点 上富地域拠点 

事業費 全体事業費 約 28～30 億円 約 45～50 億円 
 
 

建設費 約 23～25 億円 
・地域振興施設（約 1800 ㎡）  

地域振興施設の規模を軽減できる 
・展望台は小学校屋上で代替できる 
・造成外構費             

面積 2.5ha 
2.5ha 調整池容量（約 3,400  ） 

・駐車場整備費            

約 5 億円 
・上富小学校改修費  

小学校の既存建物を活用できる 
 
 

約 45～50 億円 
・地域振興施設（約 2500 ㎡）  
・展望台                
・温浴施設               
・造成外構費            

面積 4.5ha 
4.5ha 調整池容量（約 6,000  ） 

・駐車場整備費            
 用地費 ・約 2.5ha の用地取得費 ― ・約 4.5ha の用地取得費 

導入機能  
１．地域振興機能 

求められる導入機能は 2 拠点に分担し、満足させる。 ◎重視機能 ○補完機能  
 
 
 
 
基本計画に記載した 10 の求められる導入機能を満足させる。 
 

○（農と健康を発信するシアター） ◎ 
２．子育て支援機能 ○（ベビーコーナー） ◎ 
３．飲食機能 ◎ ○（飲食機能） 
４．農業・里山体験機能 ○（平地林（雑木林）） ◎ 
５．物販・アンテナショップ機能 ◎ ○（物販機能） 
６．休憩機能 ◎ ○（コミュニティスペース） 
７．レクリエーション機能 ○（屋根付き休憩所） ◎ 
８．情報発信機能 ◎ ○（コミュニティスペース） 
９．交通結結節機能 ◎ ○（既存機能（路線バス）を利用） 
１０．防災機能 ◎ ◎（既存施設を利用） 

利便性 利便性 ・双方の拠点を結ぶための交通手段（ソフト（案内・誘導）・ハード（バス・自転
車等））が必要 

・一つの敷地に機能集約できる 

事業効果 集客性 ・前面交通量（スマート IC 利用交通
量）より試算した年間想定入込客数約
52 万人 

※今後詳細検討 ・前面交通量（スマート IC 利用交通量）より試算した年間想
定入込客数約 52 万人 

収益性 ・収益施設（物販、飲食） 
 

・導入機能に応じた収益 
・収益施設（温浴） 

・収益施設（物販、飲食、温浴）による収益 

供用時期 供用時期 令和 12 年供用開始予定 － 令和 12 年供用開始予定 
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1.4 整備計画の検討の流れ 

（1） (仮称)地域活性化発信交流拠点整備計画策定検討委員会について 

① 主旨・目的 

(仮称)地域活性化発信交流拠点整備計画策定検討委員会は、町のイメージ向上を目指す
情報発信機能や地域の他業種が連携した活力創生につながる商業機能を併せ持つ本拠点の
整備計画を策定することを目的に設立されたものです。 

② 検討体制 

(仮称)地域活性化発信交流拠点整備計画検討委員会の体制を以下に示します。 
 

表 1-3 委員体制 

所属・職名 名 前 

東京大学大学院 農学生命科学研究科 
農学国際専攻 教授 

八木 信行 

立正大学 地球環境科学部 
地理学科 教授 

伊藤 徹哉 

飯能信用金庫 三芳支店 支店⾧ 宮田 佳律 

三芳町商工会 有村 誠 

いるま野農業協同組合 三芳支店 支店⾧ 鈴木 徹 

三芳町⾧ 林 伊佐雄※ 

東日本高速道路株式会社 
サービスエリア・新事業本部 

サービスエリア・新事業統括課 課⾧代理 
岡崎 優※ 

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト 
事業計画部 次⾧・計画課⾧ 

中島 豪誠※ 

○事務局 
・三芳町道路交通課 

※オブザーバー 
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（2） 検討の流れ 

本計画の策定にあたり、検討の流れを以下に示します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-1 検討の流れ 
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第2章. 計画の前提条件等 

2.1 計画の前提条件 

2.1.1 法規制等 

本拠点は、三芳 PA（下り）、三芳スマート IC（下り）付近に位置し、主なアクセスは町
道幹線 13 号線及び町道上富 69 号線です。 

また、農業振興地域内農用地区域であり、市街化調整区域、埋蔵文化財包蔵地域に指定
されています。以下に概況を示します。 

本拠点の建築にあたっては、農業振興地域の農用地区域からの除外（農振除外）、農地転
用、及び開発許可が必要です。また、埼玉県及び町の緑化基準(敷地面積の 25%以上の緑
化等)を尊守する必要があります。 

敷地内には、「三富開拓地割遺跡」に関連する埋蔵文化財包蔵地が含まれるため、埋蔵文
化財の調査が必要です。 

表 2-1 計画概要 
項 目 内 容 

都市計画区域 市街化調整区域 

容積率 100% 

建ぺい率 60% 

農地 農業振興地域内農用地区域 

三芳 PA 等との関係 三芳 PA（下り）及び三芳スマート IC（下り）付近に位置 

主なアクセス道路 町道幹線 14 号線・町道上富 69 号線 

立地環境 付近に高圧鉄塔あり 

その他 埋蔵文化財包蔵地域 三富開拓地割遺跡 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 計画候補地  
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2.2 需要予測 

2.2.1 年間入込客数 

「道の駅の前面道路（アクセス道路）の交通量」と「駐車台数」を変数とした「交通量モ
デル」の重回帰式を用いて本拠点の年間入込客数を推計しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 検討フロー 

2.2.2 対象サンプル 

埼玉県内の道の駅を対象サンプルとします。 
なお、対象サンプルは、年間入込客数及び前面道路（アクセス道路）の交通量について

公表資料が整備されている施設に限定しています。 
表 2-2 対象サンプル 

 
※対象サンプル収集は令和６年度調査時点 
※路線名及び駐車台数 関東「道の駅」公式ホームページ参照 
※入込客数 各施設ホームページ参照（表 2-3 を参照） 
※前面道路（アクセス道路）交通量 令和３年度全国道路・街路交通情勢調査 
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表 2-3 入込客数の参照元 

 
 

2.2.3 まとめ 

試算結果から、本拠点の推定利用者数は、「交通量モデル」の重回帰式を用いて算定した
約 53 万人/年と想定します。 

 

 

図 2-3 試算結果 
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2.3 整備方針 

2.3.1 道の駅について 

⾧距離ドライブが増え、女性や高齢者のドライバーが増加するなかで、道路交通の円滑
な「ながれ」を支えるため、一般道路にも安心して自由に立ち寄れ、利用できる快適な休
憩のための「たまり」空間が求められています。 

また、人々の価値観の多様化により、個性的でおもしろい空間が望まれており、これら
休憩施設では、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し多様で個性豊か
なサービスを提供することができます。 

さらに、これらの休憩施設が個性豊かなにぎわいのある空間となることにより、地域核
が形成され、活力ある地域づくりや道を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待さ
れています。 

こうしたことを背景として、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域住民の
方々のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力あ
る地域づくりを共に行うための「地域の連携機能」、の 3 つの機能を併せ持つ休憩施設「道
の駅」が誕生しました。 

また、「道の駅」は、制度発足から『通過する道路利用者のサービス提供の場』として、
全国各地に広がりました。 

各「道の駅」における自由な発想と地元の熱意の下で、観光や防災など更なる地方創生
に向けた取り組みを、官民の力を合わせて加速します。 

更に、「道の駅」同士や民間企業、道路関係団体等との繋がりを面的に広げることによっ
て、元気に稼ぐ地域経営の拠点として力を高めるとともに、新たな魅力を持つ地域づくり
に貢献します。 

 

2.3.2 道の駅登録要件 

道の駅の登録要件を以下に示します。 
表 2-4 道の駅登録要件 

 
出典 「道の駅」登録要件/国土交通省ホームページ

(https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/pdf/base_register.pdf) 
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2.3.3 道の駅の動向 

（1） 防災道の駅 

「防災道の駅」は、国土交通省が「全国道の駅連絡会」などと連携し、防災機能を持つ既
存の道の駅から、地域にとって広域的な防災拠点、災害時の復旧・復興拠点となり得る駅
を選定したものです。選定された防災道の駅は、令和 7 年 5 月現在で全国に 79 ヶ所です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典 「防災道の駅について」/国土交通省ホームページ 
（https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/pdf/bosai_base.pdf） 
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2.3.4 本町における「道の駅」の考え方 

（1） 「道の駅（防災道の駅）」 

本拠点の整備にあたっては、国土交通省が提唱する「道の駅 第 3 ステージ※」の概念に
基づき、地方創生の核として以下の機能を具現化し、持続可能な地域社会の構築を目指し
ます。 

 
※「道の駅 第 3 ステージ」（詳細は、「第 5 章 事業手法及び整備効果 5.3 社会的に期待される効果」を参照。） 

 

① 地域資源を活かした地方創生と交流の促進 

本拠点は「地域活性化・交流・情報発信」を基本コンセプトに据え、世界農業遺産に認定
された「武蔵野の落ち葉堆肥農法」を広く周知します。具体的には、当該農法の歴史的価
値と健康への寄与を体感できる「農と健康のミュージアム」等の施設を配置し、町独自の
魅力を発信する「道の駅」として、交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-4 本拠点のコンセプト 

出典 （仮称）地域活性化発信交流拠点基本計画 
 

② 防災機能の強化と地域強靭化の推進 

近年の気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化を鑑み、町民の安全・安心な生活基盤
を確保するため「防災道の駅」としての機能整備を推進します。広域的な防災ネットワー
クの一翼を担い、地域レジリエンス（国土強靭化）の向上を実現します。 
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（2） 道の駅単独整備 

三芳 PA に近傍していることから、関越自動車道などの域外利用者の立ち寄り利用を呼
び込むために三芳 PA との連結（連携）を視野に入れ、想定入込客数、売上予測などの比較
検討を行いました。 

その結果、三芳 PA と連結する場合、想定入込客数や売上予測に好影響を与えた場合で
も、連結料の支払いにより、マイナス収支となるため、持続的な事業継続性を踏まえ「道
の駅単独整備」とし、三芳 PA との連結は行わない方針とします。 

 
表 2-5 想定される整備方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2-6 整備方針の検討結果 

 
※比較表は、第２回検討委員会時点 
※ミュージアムは収益性がないものとみなして計算 
※一般管理費は、給与・賃金、光熱水道費、維持管理費（清掃、駐車場、植栽管理）、警備、

誘導等を含む 
※連結料は、三芳町による想定値 
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第3章. 施設配置計画 

3.1 導入機能 

道の駅の登録要件である「休憩機能」「情報発信機能」「地域振興機能」を導入します。
具体的には、24 時間誰もが無料で利用できる駐車場、トイレ及びベビーコーナー等の子
育て応援施設を含めた休憩機能、道路情報や地域の観光情報等を発信する機能、文化教
養施設や観光レクリエーション施設などの地域振興機能とします。 

さらに、基本計画で本拠点に求められる導入機能として整理した、世界農業遺産「武
蔵野の落ち葉堆肥農法」を町内外に発信し、体験できる「農業・里山体験機能」、三芳町
の食と農でつながる「飲食機能」「物販・アンテナショップ機能」、子育て世代やお年寄
りまで多世代が交流し集うことができる「子育て支援機能」「レクリエーション機能」、
三芳スマート IC 近傍の立地性を活かし町内に人の流れを呼び込む「交通結節機能」、道
路利用者と周辺住民等の安全と安心を提供する「防災機能」を設けます。 

上記で示した 10 の導入機能について、次に示します。 
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表 3-1 求められる導入機能 

機 能 方 針 

地域振興機能 
 住民活動の拠点となる機能 
 大学等と連携した活動・研究拠点機能 
 地域資源である農を発信する機能 

子育て支援機能 
 24 時間利用可能なベビーコーナー機能（授乳室、おむつ替
え台等） 
 子どもが安心して遊ぶことができる機能 

飲食機能 
 地元農産物を使用したメニューを提供する機能 
 様々なニーズに対応した飲食を提供する機能 

情報発信機能 
 町や周辺地域の道路・観光情報を発信する機能 
 町の暮らしの情報を発信する機能 

物販・アンテナショップ 
機能 

 地元農産物や、それらを活用したここでしか買えない農産物
加工品等を販売する機能 
 関越自動車道でつなぐ産地直送の機能 

休憩機能 
 24 時間利用できる駐車場機能 
 24 時間トイレを利用できる機能 
 疲れを癒すことができる機能 

レクリエーション 
機能 

 各種イベントに対応できる屋外・半屋外イベント広場機能 
 ここでしか体験できないイベントを提供する機能 
 くつろぐことができる機能 

農業・里山体験機能 
 江戸時代から続き世界農業遺産に認定された武蔵野の落ち
葉堆肥農法を体験し、継承につなげる機能 
 美しい武蔵野の平地林（雑木林）を彷彿させる機能 

交通結節機能 

 三芳スマート IC 近接の立地性を活かした機能 
 公共交通と連携する機能 
 観光周遊をするための機能 
 新たなモビリティと連携する機能 

防災機能  道路利用者と周辺住民等の発災時の防災機能 

※表は基本計画時点 
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3.2 サウンディング調査 

本拠点の施設配置計画を検討するにあたり、多様なノウハウ・手法を持つ民間事業者
が有する柔軟なアイデアを模索するために、サウンディング調査を実施しました。 

 

3.2.1 サウンディング調査の概要 

サウンディング調査の詳細について、以下に示します。 
 

表 3-2 サウンディング調査の概要 

調査方法 対面又はＷＥＢでのヒアリング 

調査対象 
本事業における設計・建設・運営・維持管理等に意見・提案がある参加意

欲のある事業者 

調査期間 ２０２５年 ９月中旬～２０２５年 １０月中旬 

調査内容 

現段階の計画に関する意見 

 施設規模、配置計画、施設･設備、敷地
の広さ、立地･アクセス、収益性等の施
設条件について、コンセプト、必要機
能等の導入機能･サービスについて、
防災の視点について 

 追加希望機能、支障となる機能や事項
について 

事業への興味関心 

事業者との連携・運営 
 地元企業との連携について 
 維持管理への参画の有無 

希望する事業スキーム  DBO 及び PFI-BTO について 

その他 

実施事業者数 
11 者 
※本調査は一例であり、事業者公募ではさらに多様な事業者の参画が見込
まれます。 
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表 3-3 サウンディング対象事業者 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

※XR(クロスリアリティ)技術 XR とは現実世界と仮想世界を融合させることで、現実にないものを知覚
できる体験を生み出す技術の総称。VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）を含む。 
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3.2.2 サウンディング調査結果 

サウンディング調査結果について、以下に示します。 
 

表 3-4 サウンディング調査結果 ① 
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表 3-5 サウンディング調査結果 ② 
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3.2.3 まとめ 

サウンディング調査より、主に事業内容やミュージアムについての意見をいただきまし
た。以下の内容を施設配置などに反映します。 

 
導入施設及び配置計画について、子育て世代や高齢者などが町内外からの来訪のきっ

かけとなるようなインパクトのある施設や平日休日問わず利用者が見込める配置にする
ことが望ましい。また、多くの事業者より子育て関連施設（子どもの遊び場や親子で過
ごせる空間）の導入が必要。 

また、三芳町の個性・強みを前面に出した施設整備や展開をしていくことが、子育て
世代から高齢者を含む幅広い層の集客力、収益性の向上につながる。 
 ミュージアムについて、世界農業遺産の教育的側面の発信だけに限らず、関連する農
産物等への購買意欲を高め、飲食施設、物販施設への来訪に繋げるストーリー性を持た
せることが重要。また、実際にミュージアムを訪れ利用した人だけが体験できる映像体
験（雑木林内での映像体験等）を提供し、付加価値を持たせるようなミュージアムの配
置検討をすることで、集客力の向上だけでなくリピーターの獲得にもつながる。 
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3.3 施設整備方針 

3.3.1 施設規模 

基本計画での導入機能の検討及びサウンディング調査結果を踏まえ、導入施設及び施設規模を整理しました。（規模算定の詳細は、「巻末資料 2.施設配置計画」を参照。） 
 

表 3-6 施設規模一覧表（建物） 

導入機能 導入施設 施設の概要 面 積 備考 

地域振興機能 

① 農と健康のミュージアム 
• 世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」を学べる没入型デジタル環境を用いた

ミュージアム 
• 農と健康のミュージアムの一部である、導入シアター（イマーシブ）※ベンチに

よって収容人数が異なる 
• 三芳町の農業文化と健康志向のライフスタイルを融合させ、来訪者に向けて文

化・歴史・農業の魅力を発信するインビテーションセンター 

 

約 400 「道の駅 白山文化の里 清流⾧良川あゆパ
ーク」の多面シアターの面積を参考 
「のと里山里海ミュージアム」の没入型シア
ター、展示体験、インビテーションセンター
を参考 

展示面積 
約 340 ㎡ 

導入ｼｱﾀｰ 
約 60 ㎡ 

② インビテーションセンター 
（町の紹介） 

約 130 ㎡ 

③ 多目的室（研修室） 
• 農と健康のミュージアムの来訪者が学習する場 
• 用途によって多目的な利用が可能 

約 70 ㎡ 
「道の駅しもつけ」の研修室を参考 

④ その他 • 倉庫、受付等 約 80 ㎡ ― 

子育て支援機能 
⑤ ベビーコーナー 

• 24 時間利用可能なベビーコーナー（ミルク販売機など） 
• おむつ台と授乳室を分離（別室）として配置 

約 40 ㎡ 
「道の駅サーモンパーク千歳」のベビーコー
ナーを参考 

⑥ キッズスペース（屋内遊具） • 子どもが安心して遊ぶことができる遊具スペース 約 80 ㎡ 「道の駅阿蘇」のキッズスペースを参考 

飲食機能 
⑦ 農家レストラン 

• 地元農産物を使ったメニューの提供 
• 世界農業遺産登録地等の地場産品を使った料理の提供 

約 250 ㎡ 
「設計要領第六集建築施設編（東・中・西日
本高速道路株式会社、令和 5 年 7 月）」より
設定  

⑧ その他 • 倉庫、厨房、事務所等 約 90 ㎡ ― 

情報発信機能 ⑨ 情報発信施設 
• 24 時間利用可能な情報提供施設 
• 町や周辺地域の道路・観光情報等を発信する機能 

約 20 ㎡ 
「道の駅季楽里あさひ」の情報コーナーを参
考 

物販・アンテナシ
ョップ機能 

⑩ 農産物直売所 
⑪ 水産物販売所 

• 町の食品・食材・特産品などの販売や販売促進、PR をまとめて行う物販施設 
• 日本海の海の幸を直送で販売する施設 

約 340 ㎡ 
「道の駅南魚沼雪あかり」の直売所を参考 

休憩機能 ⑫ トイレ 
• 高速道路利用者をはじめ、道の駅を訪れた誰もが 24 時間利用可能 
• 子育て世代と高齢者や障がい者などが利用者しやすいトイレ 

約 270 ㎡ 
「設計要領第六集建築施設編（東・中・西日
本高速道路株式会社、令和 4 年 7 月）」より
設定 

その他 ⑬ 共用部 • ホール、階段、事務所、倉庫等 約 250 ㎡ ― 

a 地域振興施設 延床面積 ( ①～⑬×1.3 ) 約 2,630 ㎡ 
・⑭の面積は除く 
・通路等を考慮し、必要面積の 1.3 倍を想定 
・建築面積は約 1,320 ㎡ 

その他 ⑭ 屋上テラス • 三富新田の地割や敷地内の雑木林を望むことが可能 約 200 ㎡ ― 
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表 3-7 施設規模一覧 (外構) 

導入機能 導入施設 施設の概要 面 積 備考 

農業・里山体験 
機能 

⑮ 緑地(芝生・雑木林) 
• 武蔵野の雑木林をイメージした緑地を整備。「埼玉県緑化計画」、「三芳町開発

行為等指導要網」の緑化基準を満たすため、宅地面積の 25％の面積とする。 
• イベント等多目的な利用が可能な芝生広場を配置 

約 6,800 ㎡ 
 

 
巻末資料 3.基盤整備計画にて設定 

レクリエーション
機能 

⑯ 屋根付きステージ 
⑰ 大屋根広場 

• 各種イベントに対応できる屋外・半屋外イベント広場機能 
• 夏場の暑さ対策（屋根、ベンチなど） 
• イベント開催しやすい形態（国内外の世界農業遺産の催事、キッチンカー、

マルシェなど） 
• 災害時には防災広場として一時避難スペースや仕分けスペースとしても活用

することを想定 

約 210 ㎡ 

「道の駅果樹公園あしがくぼ」の屋根あり休
憩所を参考 

交通結節機能 
⑱ バス停留所 • 鉄道駅等を結ぶルートを検討しバス停を配置 ― ― 

⑲ サイクルステーション • 公共交通と連携し、拠点周辺の観光資源との周遊を実現 ― ― 

防災機能 

⑳ 防災倉庫 
• 防災拠点として災害時、避難者の保存用の飲料水・食料、日用生活品を備蓄

する 
― 

― 

  防災用井戸 • 災害時の水を確保 ― ― 

  非常用電源 • 災害時や停電時でも照明を確保し、避難者の安全を確保 ― ― 

その他 

  駐車場、駐輪場 

• 小型車（約 160 台）、大型車（約 17 台）、バリアフリー駐車場（約 3 台）、
EV（約 3 台） 

• 二輪車駐車場（約６台） 
• 駐輪場２か所 

約 7,600 ㎡ 

「設計要領第四集 休憩施設設計要領
（R4.7 東日本高速道路株式会社・中日本高
速道路株式会社・西日本高速道路株式会
社）」より設定 

  調整池 • h=1.5m 約 2,200t 約 1,400 ㎡ ― 

  多目的広場・歩道 

• イベント開催しやすい形態（国内外の世界農業遺産の催事、キッチンカー、
マルシェなど） 

• 管理通路 
• 歩行者通路 など 

約 3,670 ㎡ 

― 

  サービスヤード 
• 施設の円滑な運営を支える業務専用スペース 
• 主に商品の搬入・荷捌き、冷凍冷蔵庫、従業員の出入口などに利用 

約 500 ㎡ 
― 

  外周道路・外周歩道 ― 約 7,200 ㎡ 巻末資料 3.基盤整備計画にて設定 

ｂ外構敷地面積(⑮～ ) 約 27,380 ㎡  

全体敷地面積 ( a 建築面積 ＋ b ) 約 28,700 ㎡  
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3.3.2 施設イメージ 

各施設のイメージを以下に示します。 
表 3-8 施設イメージ 

地域振興施設 

農と健康のミュージアム 

  
のと里山里海ミュージアム 

(石川県七尾市) 

多目的室（研修室）  

 

 

研修室 
道の駅しもつけ(栃木県下野市) 

 

子育て支援施設 

ベビーコーナー キッズスペース 

  
24 時間利用可能ベビーコーナー（分離した授乳室・オムツ交

換台）道の駅たちばな（福岡県八女市） 
キッズスペース 

市民活動センター(香川県丸亀市） 

森の遊具  

 

 

遊具 
道の駅 YOU・遊・もり(北海道函館市)  

23



 
表 3-9 施設イメージ 

飲食施設 

  
野菜ビッフェ 

(神奈川県横浜市) 
農家レストラン 

道の駅野沢温泉(⾧野県下高井郡野沢温泉村) 

情報発信施設 

  
デジタル観光情報案内 

道の駅かさま（茨城県笠間市） 
デジタルサイネージ交通情報 

道と川の駅花ロードえにわ（北海道恵庭市） 

物販・アンテナショップ施設 

  
農産物直売所 

道の駅かさま（茨城県笠間市） 
水産物販売所 

産直市場よってって（和歌山県田辺市） 

休憩施設 

トイレ 駐車場 

  
バリアフリートイレ・幼児などにも対応 

道の駅おおがた（秋田県南秋田郡大潟村） 
屋根付きバリアフリー駐車場 

道の駅ふくしま（福島県福島市） 
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表 3-10 施設イメージ 
農業・里山体験施設 

  
美しい武蔵野の平地林(雑木林） 

（埼玉県入間郡三芳町） 
落ち葉掃き体験 

（埼玉県入間郡三芳町） 

レクリエーション施設  

 

 

目的に利用できる半屋外空間 
道の駅果樹公園あしがくぼ（埼玉県秩父郡横瀬町） 

 

交通結節施設 

バス停留所 サイクルステーション 

  
路線バス停留所 

道の駅 和紙の里ひがしちちぶ（埼玉県秩父郡東秩父村） 
サイクルステーション 

道の駅まえばし赤城（群馬県前橋市） 

防災施設 

  
防災用井戸 

道の駅しらね（山梨県南アルプス市） 
防災倉庫 

道の駅しんよしとみ（福岡県築上郡上毛市） 
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3.4 全体配置に関する基本的な考え方 

3.4.1 ゾーニング 

 施設配置は、明確で分かりやすいゾーニングを意識することで、敷地全体をコンパ
クトにまとめるとともに、機能的かつ効率的なものとします。 

 江戸時代の開拓の地割景観が残る農地、雑木林のなかに立地する強みを活かした空
間演出を行います。 

 歩行者空間としてのオープンスペースだけでなく、来訪者の「憩い」の場とすると
ともに、都市環境の質の向上・地域の魅力向上となる緑化機能の役割を果たすため、
「武蔵野の雑木林」や多目的広場を設けます。 

 バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮したデザインとし、障がいのある人・
高齢者・乳幼児を連れた家族を含めた全ての人に使いやすい環境を提供します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 ゾーニング図 
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3.4.2 歩行者・自転車動線 

 歩行者が施設まで安全かつ快適に移動できるように配慮した動線とします。 
 多目的広場、地域振興施設、駐車場エリアなど、主要な施設を効率的につなぎ、来

訪者が迷うことなく目的地へ到達できるような動線とします。 
 町道上富 69 号線及び町道幹線 13 号線から施設にアクセスできるように動線を確

保します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3-2 歩行者動線計画図 
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図 3-3 自転車動線計画図 
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3.4.3 車両動線 

 町道上富 69 号線及び町道幹線 13 号線の混雑緩和策として、新設する町道は十分な
滞留⾧を確保し、スムーズな流れを確保するため出入口を 2 か所設置します。 

 三芳スマート IC 上り線から計画地へのアクセスは、幹線３号線～幹線 14 号線～町
道上富 69 号線を経由し出入口①から進入するルートを基本動線として想定します。 

 三芳スマート IC 下り線から計画地へのアクセスは、町道上富 69 号線を経由し出入
口①から進入するルートを基本動線として想定します。 

 県道 56 号線及び町道幹線 13 号線から計画地のアクセスは、町道幹線 13 号線と計
画地を接続するアクセス路を経由し出入口②から進入するルートを基本動線として
想定します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 全体交通ネットワーク図  
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図 3-5 車両動線計画図 

 

図 3-6 滞留⾧ 
※滞留⾧は、混雑時、車両が滞留できるスペースを示す 
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3.5 配置計画図・平面計画 

3.5.1 配置計画図 

本拠点の敷地面積は約 28,700 ㎡を予定しています。以下に配置計画図を示します。 
※この図面は計画案であり、今後参入事業者の提案により変更になることがあります。 

出入口  

出入口  
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3.5.2 平面計画(イメージゾーニング)  

本拠点は 2 階建てを想定し、延床面積は約 2,630 ㎡を予定しています。以下に地域振
興施設の平面計画図（イメージゾーニング）を示します。 

※この図面は計画案であり、今後参入事業者の提案により変更になることがあります。 
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3.6 完成イメージ図 

※この図面は計画案であり、今後参入事業者の提案により変更になることがあります。 
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第4章. 概算事業費及び事業採算性 

4.1 概算事業費 

本事業における概算事業費の算定にあたっては、全体平面図に基づき類似事例の単価、
公共単価、およびメーカー提示単価を乗じて算出しています。 

概算工事費は、約 24～27 億円（用地費を除く。）を想定しています。建築設備幅値と
して約３億円を見込んでいます。 

このほか、設計費、工事監理費、備品購入費に約４億円を見込んでおります。 
なお、概算事業費は、実施設計における詳細検討や、今後の物価高騰の影響及び民間

事業者の提案等により、事業費に増減が生じる可能性があります。 
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表 4-1 概算事業費 

 区域 工種 
諸費用・ 

税込工事費 
内訳(千円) 

諸費用・ 
税込工事費 

合計（千円） 
国庫補助充当額 

(千円) 備考 

町道整備費 道路区域の整備 
町道 道路工 178,000 

753,000 376,500 補助率 1/2 地域未来交付金 
インフラ整備事業（道路） 

道路造成工 42,000 

外構整備費 

道路区域の整備 

造成工 21,000 

駐車場工 126,000 

排水設備工 277,000 

電気設備工 105,000 

サイン施設工 4,000 

道路区域外の整備 

造成工 63,000 

447,000    

園路広場工(歩道、休憩施設工を含む) 219,000 

緑化工 63,000 

給排水設備工 21,000 

電気設備工 11,000 

管理施設工(管理施設、防災施設、サイン施設) 70,000 

小計(1) 1,200,000 1,200,000    

建築整備費 地域振興施設工 
地域振興施設 1,203,000 1,203,000 601,500 補助率 1/2 地域未来交付金 

拠点整備事業 

付帯施設 39,000 39,000    

小計(2) 1,242,000 1,242,000    

小計(1)＋(2)  2,442,000    

その他 地域振興施設幅値 300,000 300,000    

合計(1)＋(2)＋その他  2,742,000 978,000 国庫補助充当額は
全体の 36%  

その他 
設計費 130,000 

400,000  

 
国土交通省およびﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ
協会の基準をもとに試算 工事監理費 60,000  

備品購入費 210,000  

計 400,000  
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4.2 管理運営体制案 

本拠点における管理運営体制（案）を以下に示します。なお、アンテナショップ及び
ファーストフードは、サービス水準向上を目的に、利用者ニーズに応じて、外部の強い
事業者を誘致できる余地を残すため、テナント又は管理者の直営と設定します。事業採
算性の検討は、下記の管理体制（案）に基づき行います。 

 ※アンテナショップ及びファーストフードは直営として試算します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 管理運体制案 

4.2.1 営業日・営業時間案 

他事例を参考及び町の交通渋滞などの交通事情を考慮し、本拠点の営業日・営業時間
を以下のとおり仮定します。 

 
営業日   原則年中無休 (年末年始等特別休業日あり) 

営業時間   物販・飲食 ９ ００～１７ ００ 
       ミュージアム １０:００～１７ ００ 
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4.2.2 指定管理者の要員体制案 

売上高目標及び営業日・営業時間の設定を踏まえ、ローテーション等を想定し、要員
体制を以下のとおり想定しました。なお、施設等の清掃業務は外部委託方式とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-2 要員体制案 
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4.3 事業採算性 

4.3.1 売上高の試算 

（1） 年間入込客数（詳細は「第 2 章計画の前提条件等」を参照） 

本拠点の年間利用者数の推計は埼玉県内道の駅の入込客数、埼玉県内道の駅の前面道
路交通量、駐車台数を用いた重回帰式を構成し推計しました。その結果、年間入込客数
は約 53 万人を見込んでいます。 

 

（2） 売上高の試算 

レジ通過者数は、事例より年間入込客数の約 67％である約 35.5 万人/年が想定され
ます。そこで、部門別の年間売上高、年間利用者数、平均客単価を活用し、本拠点の年
間売上高を予測した結果、約 376,522 千円/年が見込まれます。 

なお、仕入れ原価は、約 226,451 千円/年が見込まれます。 
 

表 4-2 年間売上高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※レジ客数 年間入込客数×レジ利用率 67%(道の駅事例より設定) 
※利用率 道の駅事例より設定 
※端数処理のため、合計値と内訳の合計が一致しない場合あり。 
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（3） 一般管理費の試算 

一般管理費を検討するにあたり、収支内容を大きく左右する、人件費、光熱水費、維
持管理費の３大固定費の概算を算出しました。 

 

① 人件費 

営業日・営業時間の設定を踏まえ、ローテーション等を想定し、直営部門・管理の要
員計画と人件費の概算を算出しました。 

 
表 4-3 人件費 

 
 
 
 

② 光熱水費・維持管理費 

同規模の道の駅の事例を参考に、本拠点の年間の光熱水費・維持管理費の概算費を算
出しました。 

 
表 4-4 光熱水費・維持管理費 
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③ まとめ 

一般管理費を検討した結果、人件費、光熱水費、維持管理費の３大固定費の概算費を
算出しました。また、福利厚生費、消耗品、販促費・広告宣伝費等を含め、一般管理費
の総計を以下に示します。 

表 4-5 一般管理費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（4） 収支試算 

町から民間事業者へ支払う維持管理費（駐車場及び 24 時間開放区域）は約 3,834 千
円/年となります。 

民間事業者から想定売上高の約 1.5～3％以上を納付金として町が受け取る場合、町
の収入は、約 5,650～11,300 千円/年、民間事業者の利益は約 23,907～29,557 千円/
年となります。 また、納付金を３％確保した場合、町の収入は約 7,466 千円/年が想
定されます。 
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4.3.2 損益分岐点 

本拠点の部門別売上高構成及び仕入原価を基に、損益分岐点を検討しました。営業利
益が０となる（赤字にならない）想定売上高を損益分岐点と設定した場合、必要な売上
高は、約 294,372 千円/年となりました。 

現在の平均客単価 1,060 円※1 を維持する場合、必要売上高のために必要な入込客数は
414,491 人/年となりました。 

また、現在の年間レジ客数 35.5 万人/年を維持する場合、必要売上高のために必要な
平均客単価は 829 円／人※2 となります。 

 
※1 売上高 376,522 千円/年を想定入込客数 355,100 人/年で除した平均客単価 
※2 損益分岐点となる売上高 294,372 千円/年を想定入込客数 355,100 人/年で除

した平均客単価 
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第5章. 事業手法及び整備効果 

5.1 整備手法 

5.1.1 整備・運営の基本的な考え方 

（1） 整備主体

「道の駅」の整備方法には、接続する道路の種類に応じて、道路管理者と市町村等で
整備する「一体型」と市町村で全て整備を行う「単独型」の２種類があります。 

本拠点は、すべてが町道接続となるため、「道の駅」を構成する施設をすべて設置者（市
町村等の整備主体）が整備を行う単独型での整備となります。 

出典 「道の駅」とは/国土交通省ホームページ 
（https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/outline.html） 

（2） 管理運営に関する基本方針

道の駅は、駐車場をはじめ 24 時間利用可能なトイレや情報発信コーナー等の非収益
施設と直売所やレストラン等の収益施設で構成されます。 

非収益施設は、道路利用者の利便性向上が主な役割である一方、収益施設は、三芳町
を訪れる来訪者や日常的に利用する地域住民へのおもてなしが主な役割であり、持続可
能な道の駅の運営のためにも、収益性を重視する必要があるため、民間事業者のノウハ
ウを十分に活かすことができる手法を選定することとします。
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5.1.2 事業手法の検討 

（1） 「公設公営」「公設民営」「民設民営」の比較検討

「公設公営」の場合は、公共直営となるため、町の方針・事業意図を事業に反映しや
すいというメリットがあります。 

「公設民営」の場合は、ランニングコストに民間ノウハウが発揮されるため、ランニ
ングコストの縮減が期待されます。

「民設民営」の場合は、設計・施工・管理の一括発注となるため、イニシャルコスト・
ランニングコストの縮減が期待されます。

また、本拠点に関するサウンディング型市場調査より、民間事業者が持続可能な施設
運営を実現するためには、「設計・建設」と「管理運営」を分断させない事業手法が望ま
しいとの回答が多くありました。 

以上より、イニシャルコスト、ランニングコスト両方に縮減効果の期待される「民設
民営」の DBO※1 もしくは PFI（BTO 方式）※2 が望ましいと考えられます。 

※1 DBO（Design-Build-Operate）方式

資金調達は公共が行うが、設計、建設、維持管理、運営まで一括して民間事業者が行う PFI 

法に準じた方式です。 

公共が資金調達することで金利コストを低減でき、さらに民間事業者の経営能力及び技術的

能力を活用し、建設費、維持管理・運営費等の縮減効果が期待できます。 

※2 PFI 方式（BTO（Build-Transfer-Operate）方式）

公共施設等の設計、建設、維持管理、運営を民間の資金（公共は事業期間中に対価を平準化

して支払う）、経営能力及び技術的能力を活用する方式です。 

民間事業者の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直

接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI 方式で

実施します。 
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表 5-1 事業手法比較表 

※評価 〇 相対的に優れている 1 点 
△ 相対的に優位ではない 0 点 

44



 

（2） DBO 方式と PFI（BTO）方式の比較検討 

前述の比較や民間事業者の意向、町債による低金利調達が可能であり、かつ国の補助
金活用がしやすいという利点を踏まえ、設計・建設・維持管理・運営を一体的に発注す
る DBO 方式の導入が望ましいと考えられます。 

 
表 5-2 事業手法比較表 

 DBO 方式 PFI（BTO）方式 

資金調達 

町による調達となる 
町債の活用により、民間からの資金
調達より低金利が期待される 

民間による資金調達となり、町債よ
り金利は高くなるものの、町から事
業者への支払いは、初期投資、管理
運営費の合計金額を事業期間で平
準化した支払いが可能となり、町の
予算の平準化が可能となる。 

補助金等
の活用 

町が支出する整備費への補助金等
の活用が可能となり、町の財政負担
が抑えられる 

補助金等の活用は可能ではあるが、
その場合、整備の出来高に応じた町
の支出が必要となるため、町の予算
の平準化の効果は薄れる。 

事業の 
安定性 

事業実施・経営に関するモニタリン
グ等は町が実施 
（ただし、事業者が SPC を設立す
る場合は SPC の財務諸表等による
モニタリングも可能） 

事業実施・経営に関するモニタリン
グは町に加えて事業者に融資する
銀行等も実施するため、町によるモ
ニタリングを補完でき、事業の安定
性が増加する。 

主な事例 

【関東圏域】 
道の駅 木更津うまくたの里 
（千葉県木更津市 平成 29 年 10
月 20 日開業） 
道の駅 湘南ちがさき 
（神奈川県茅ヶ崎市 令和 7 年 7
月 7 日開業） 
道の駅 べに花の郷おけがわ 
（埼玉県桶川市 令和 7 年３月 21
日開業） 

【関東圏域】 
道の駅 まえばし赤城 
（群馬県前橋市 令和３年３月 21
日開業） 
道の駅・川の駅 水の郷さわら 
（千葉県香取市 平成 22 年３月
27 日開業） 
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5.2 経済波及効果 

5.2.1 分析手法の概要 

産業連関表※による経済波及効果分析により、本事業による直接・間接の経済効果を把
握します。産業連関表は、作成対象年次における我が国の経済構造を総体的に明らかに
するもので、この仕組みを利用して、ある産業に新たな需要が発生した場合にどういう
形で生産が波及していくのかを計算することが可能となります。 

 
※「産業連関表」 

作成対象年次における我が国の経済構造を総体的に明らかにするとともに、経済波及効果分析や各種

経済指標の基準改定を行うための基礎資料を提供することを目的に作成しており、一定期間（通常 1

年間）において、財・サービスが各産業部門間でどのように生産され、販売されたかについて、行列

の形で一覧表にとりまとめたものです。 

出典 産業連関表/総務省ホームページ

（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/t_gaiyou.htm） 

 

5.2.2 経済波及効果の試算 

本試算では、前述した産業連関表を用いて、本事業における経済波及効果の分析を行
います。分析ツールを用いて算定した経済波及効果の試算結果を次表に示します。建設
工事による経済波及効果は、直接効果、一次波及効果、二次波及効果を含めた総合結果
として年間約 41.5 億円の効果が想定され、雇用者誘発人数（最終需要が直接・間接に誘
発した雇用者）についても合計 249 人が期待できるという結果となりました。 

また、施設の維持管理やサービス提供に伴う支出が継続的に地域経済に影響し、運営
が⾧期的に安定した経済効果を生むことによる開業後の経済波及効果は、年間約 3.4 億
円が想定され、雇用創出人数は年間 24 人という結果になりました。 

開業前から運営20年間で地域経済への総合的な寄与は、約110億円が想定されます。 
 

表 5-3 本試算で用いるツール 

分析ツール ①経済波及効果分析ツール（建設投資版） 
②経済波及効果分析ツール（企業立地版） 

算出できる経済効果 ①建設工事や公共事業の種類に応じた経済波及効果 
②建設・設備投資、稼働後の生産活動による経済波及効果 
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5.3 社会的に期待される効果 

道の駅は、現在「地方創生・観光を加速する拠点」及び「ネットワーク化で活力ある
地域デザインにも貢献」をコンセプトに第３ステージに入っており、目指すべき３つの
姿が示されました。 

 
 

 
 
 
 
 
 

出典 「道の駅」とは、第 3 ステージ概要/国土交通省ホームページ 
（https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/third_stage_index.html） 

 

 

出典 第 3 ステージ概要/国土交通省ホームページ
（https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/third_stage_index.html） 
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本拠点も３つの目標に沿った社会的効果が期待されます。 
詳細は、次のとおりです。 
 

1.「世界農業遺産など地域資源の価値発信による地域ブランド力向上による波及効果」 
本拠点を訪れた方が、 
 世界農業遺産の理念や先人の知恵を紹介する展示・ワークショップ 
 「三富新田」に代表される歴史的農村景観や循環型農業の営みをミュージアム等に

より体験 
 みよし野ガーデンや里山散策ルートを道の駅を通じて回遊 
 落ち葉堆肥農法を活かした野菜・加工品を購入 

などの経験を通して、地域への愛着を持ち住み続けたいと感じる住民の増加、農業への
新規参入者の拡大、観光入込客数の増加などの効果が期待されます。 
 
2.「大規模災害に対する防災機能強化」 

本拠点は応援部隊の進出拠点となる三芳 PA に隣接しており、災害時には、この立地
を活かし、物資輸送・支援活動の中継拠点として広域的な防災支援を支える拠点となる
ことが期待されます。 
 
3.「多世代の交流による交流人口・定住人口の増加」 

本拠点は、子どもから高齢者まで、様々な世代の来訪が期待されます。 
 キッズスペース等の設置により子育て世代の来訪 
 地元農家や事業者との協働によるマルシェ・イベント開催による来訪 
 農と健康のミュージアムへの学習参加や多目的室での研修による来訪 

など、地域とのつながりや活動機会が増えることで子育て環境への満足度が向上し、交
流人口・関係人口の拡大が期待されます。 
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第6章. 事業企画及び事業スケジュール 

6.1 事業企画 

6.1.1 目的  

本拠点は、地域振興の中核拠点及びプラットフォームとして活用されることになり、
三芳町における地域振興方策の推進に貢献します。 

本拠点整備にあたっては、供用開始に向け、並行して事業企画（ソフト対策）を検討
し、推進していくことが必要です。 

このためには、三芳町の個性を活かし、町と民間事業者が協力してソフト対策を立案
し、実践していくことが望まれます。ここでは、その事業企画の一例を示します。 

また、事業手法として、民間資本の導入による官民連携事業の実施が望ましいと考え
られており、民間事業者のアイデアを現代社会の課題である「少子高齢化」「インバウン
ド」「地域活性化」「環境問題」への対応に活かしていくことが必要です。 

 

6.1.2 事業企画の骨子 

事業企画（ソフト施策）の骨子について、次頁に示します。 
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6.2 事業スケジュール 

現時点のスケジュールは以下のとおりです。なお、今後の事業者提案などにより変更
する可能性があります。 

 
表 6-1 事業スケジュール 

項目 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

整備計画 

      

事業者公募 

      

設計 
(基本・実施) 

      

建設工事 

         

運営 

        

 
 
 
 
 
 

 

供
用
開
始
予
定 

事
業
者
選
定 

 実施方針案
の公表 

 質問回答の
公表 

 特定事業の 
評価・選定 

 事業者選定 

基本設計・実施設計 

 造成工事 
 調整池工事 
 基盤整備工事（外構など） 
 建築工事 

 商品開発 
 施設計画(売場の
イメージなど) 

 情報発信 
 イベント企画 

開業準備 
 

 出品準備 
 什器調達 
 従 業 員 研
修 
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巻末資料 
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1 需要予測 

1.1 年間入込客数 

1.1.1 商圏モデル 

利用者数及び需要を予測するための手法を用い、本拠点が対象とする商圏を設定し、
拠点で扱う品目・サービスから市場規模を算出します。また、その商圏から類似施設と
の関係を鑑みて適正なシェアを設定し、売上高を算出します。 

 

 

 

 
図 1 手法及び商圏設定の考え方 
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(1) 商圏設定 

本計画地の捉えるべき商圏を「足元商圏」、「近隣観光商圏」の２つに分け、それぞれ
分析を行いました。足元商圏は、車移動 10～20 分以内、近隣観光商圏は車移動 20～30
分以内で移動可能な距離の商圏設定となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 商圏と人口メッシュ図（250m メッシュ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 商圏人口（令和 2 年国勢調査） 
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(2) 施設利用による年間売上高 

本拠点に設置する予定の飲食施設及び物販施設の２つの施設機能別に品目を分類し、
需要（売上）額を算出しました。１世帯あたりの品目別消費金額（総務省「家計調査年
報」）の項目より年間売上高を算定しています。 

また、年間売上高は(1)で設定した商圏に対し、世帯数に金額及び獲得可能シェアを乗
じて商圏需要額を算定しました。 

 
表 1 飲食施設及び物販施設消費額 

 

 

表 2 飲食施設年間売上高 

 
 

表 3 物販施設年間売上高 

 

 

(3) まとめ 

潜在需要について算定した結果、各施設の年間売上高は、飲食施設が 248,526 千円/
年、物販施設が 669,925 千円/年となり、合計 918,451 千円/年になると推計されま
す。 

また、年間の利用者数は、飲食施設利用者と物販施設利用者の重複を考慮し、物販施
設の利用者数を採用し、558,271 人/年になると推計されます。 
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1.2 立地の調査・診断 

本拠点の適正を商業的見地から調査・評価します。10 項目の立地分析を実施した結
果、全項目で「○」であり、総合的には「○」と評価できます。 

 
表 4 立地性のポテンシャル分析 
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2 施設配置計画 

2.1 導入施設の規模 

2.1.1 施設規模の検討の流れ 

施設の規模については、機能ごとに各種設計要領、ガイドライン算定値及び類似事例
等を参照して算出します。 
 

前面道路交通量   

   

駐車ます数  地域振興施設等の事例 

   

各構成要素の規模算定 
 

駐車場 
トイレ 

農家レストラン 

 各構成要素の規模算定 
 

多目的室（研修室） 
農と健康のミュージアム 
（没入型シアター含む） 

インビテーションセンター 
情報発信施設 

農産物直売所・水産物販売所・アンテ
ナショップ 

24 時間ベビーコーナー 
キッズスペース 

平地林（雑木林） 
屋根付きステージ・大屋根広場 

防災倉庫 
防災井戸 
防災電源 

EV 充電ステーション 
 

   

 
施設規模の算定 
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2.2 施設規模の算定 

主要な施設規模について算定しました。以下にそれぞれの規模算定の過程を示しま
す。 

2.2.1 駐車場 

(1) ます数の算定 

本拠点への出入りが期待できる三芳スマート IC 出入口交通量（約 12,000 台）をもと
に、「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道
路株式会社・西日本高速道路株式会社）」で示されている小型車及び大型車を対象車両と
して駐車ます数を小型車 160 台、大型車 17 台程度と算定しました。 

なお、駐車ます数の算定は「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道
路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）」のサービスエリア駐
車ます数算定式を用いて行いました。 

駐車ます数の算定にあたり、車種別立寄率、ラッシュ率、平均駐車時間（分）等につ
いては、当該拠点の立地特性を考慮して算定しました。 

 

 

 

図 4 対象車両 
出典 「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速

道路株式会社・西日本高速道路株式会社）」 

  

2.50 

5.00 

小型車駐車ます 

3.30 

13.0 

大型車駐車ます 
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(2) 算定方法 

① 小型車・大型バス・大型貨物車用 

駐車ます数＝計画交通量 × 立寄率 × ラッシュ率 ÷ 回転率 
計画交通量＝休日サービス係数 × 開通 10 年後計画日交通量（又は現況交通量） 

 
計 画 交 通 量  開通 10 年後の平均日交通量（台／日） 

                  ただし大幅な伸びが考えられない箇所は現況交通量 
本計画地の場合は現況交通量とする 
休日サービス係数 平均日交通量から年間 365 日のうち 35 番目程度の交通量

を求める係数 
立 寄 率 立寄台数（台／日）／計画交通量（台／日） 

ラ ッ シ ュ 率 ラッシュ時立寄台数（台／時）／立寄台数（台／日） 
回 転 率 1（時）／平均駐車時間（時） 

 
【算定に用いた諸数値】 

休日サービス係数 

年平均交通量 Q（両方向 台/日） サービス係数 
0＜Q≦25，000 1.4 

25，000＜Q≦50，000 1.65-Q×10-5 

50，000＜Q 1.15 
出典 「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本

高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）」 

(3) 算定結果 

① 小型車・大型バス・大型貨物車用 

上記の条件を用いて，計算すると必要な駐車ます数は以下のようになります。 
 
【算定結果】 

 計算結果 

小型車 160 台 

大型車 17 台 
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② バリアフリー用駐車スペース 

また小型車・大型車の駐車ますに加えて、バリアフリー用の屋根付き駐車スペースを
3 台分整備します。 

 
【身障者用小型駐車ます数】 

駐車ますの区分 バリアフリー用小型駐車ます数 
全小型駐車ます数≦200 全小型駐車ます数×1/50 以上 
全小型駐車ます数＞200 全小型駐車ます数×1/100+2 以上 

 
出典 「設計要領第四集 建築施設編（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道

路株式会社・西日本高速道路株式会社）」 
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③ EV 対応駐車スペース 

現在、道の駅は「地方創生・観光の拠点」としての役割が強化されており、政府の「2035
年電動車 100%販売」目標に向けたインフラ整備が求められています。 

埼玉県内の道の駅における EV 対応駐車ます数の事例を参考に、利用者の滞在時間を
鑑みて急速充電～普通充電に対応できるよう小型車の駐車ますのうち 3 台分整備します。 

 
【埼玉県内の道の駅 EV 対応駐車ますの事例】 

道の駅名 所在地 EV 対応駐車ます数 備考 

おがわまち 小川町 2 台 2025 年リニューアル。90kW 超
急速充電器（1 基 2 口）を設置 

はなぞの 深谷市 1 台 東側駐車場に 50kW 急速充電
器を 1 基設置 

みなの 皆野町 3 台 急速充電器（50kW）×1 台分、
普通充電器×2 台分を設置 

いちごの里よしみ 吉見町 1 台 24 時間利用可能な急速充電器
（50kW）を 1 台分設置 

かぞわたらせ 加須市 1 台 急速充電器を 1 台分設置 

庄和 春日部市 1 台 急速充電器を 1 台分設置 

おがわまち 小川町 2 台 2025 年リニューアル。90kW 超
急速充電器（1 基 2 口）を設置 
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④ 自動二輪車用 

設計要領第四集 建築施設編（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会
社・西日本高速道路株式会社）に準拠して算出します。本拠点は、三芳スマート IC に隣
接し、都心から関越道方面へ向かう二輪車の主要ルート上に位置していることから近隣
の三芳 PA における二輪者駐輪場の混雑状況及び、本拠点が目指す滞在型観光（世界農
業遺産 PR 施設等）への寄与を考慮すると、4 台の設計ではマスツーリング等の集団利用
に対応しきれず、一般駐車場への溢れ出しや安全性の低下が懸念されます。 

よって、利用実態に即した利便性確保と安全な交通流の維持を目的に、駐輪台数を 6
台へと拡充するものとします。 

 
【自動二輪用ます数】 

区分 計画交通量(台/日) 駐車台数 
SA 30,000 台未満 ４ 

 
出典 「設計要領第四集 建築施設編（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道

路株式会社・西日本高速道路株式会社）」 
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(4) 駐車場面積の算定 

① 駐車ますの規模 

駐車ますの規模については、「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道
路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）」に基づき、幅員を小
型車は 5.0m×2.5m、大型車は 13.0m×3.3m で設定します。 

なお、対象車両は、「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道路株式会
社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）」で示されている小型車及び大
型車を対象とします。 

 

 

 

図 5 対象車両および駐車ますの規模 
出典 「設計要領第四集 休憩施設設計要領（R5.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速

道路株式会社・西日本高速道路株式会社）」 

  

2.50 

5.00 

小型車駐車ます 

3.30 

13.0 

大型車駐車ます 
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② 駐車場車路の幅員 

車路の幅員については「駐車場設計・施工指針 同解説（H4.11（公社）日本道路協
会）」を参考に採用しました。ここでは、小型車に面する車路の幅員については 7.0m、
大型車に面する車路の幅員については 13.0m を設定しました。 

 

表 5 車室に面した車路の幅員 
  （単位 ｍ） 

設計対象車両 
望 ま し い 値 や む を 得 な い 場 合 

歩 行 者 専 用 
通 路 な し 

歩 行 者 専 用 
通 路 あ り 

歩 行 者 専 用 
通 路 な し 

歩 行 者 専 用 
通 路 あ り 

軽 自 動 車 

7.0 6.5 5.5 

5.5 
（対面通行） 

5.0 
（一方通行） 

小 型 乗 用 車 

普 通 自 動 車 

小 型 貨 物 車 7.5 7.0 6.5 6.0 
大 型 貨 物 及 び バ ス 13.0 12.5 11.5 11.0 

③ 1 台当たりの駐車場面積の考え方 

駐車場面積を算出するにあたり、1 台当たりの必要な面積を設定します。以下の図の
通り小型車を 22 ㎡（21.25 ㎡）、大型車を 65 ㎡（64.35 ㎡）と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 1 台当たりの駐車場面積の考え方 
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(5) 駐車場の面積 

上記をまとめると、以下のとおりとなります。 
 

表 6 駐車場面積 

車種 駐車ます数（台） 
車路幅を含む 1 台
あたりの所要面積

(㎡) 
面積(㎡) 

小型車 160 22 3,520 
大型車 17 65 1,105 

バリアフリー用 (3) (41) (123) 
EV 対応用 (3) (22) (66) 
自動二輪用 6 3.12 18.7 

    
合計  ― 4,643 

(小型車に含む) 
 

なお、外構(歩行者通路・植栽帯等)により約 6 割程度加算されることを考慮して、駐車
面積を 約 7,500 ㎡とします。 
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2.2.2 トイレ 

「設計要領第六集 建築施設編（R4.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式
会社・西日本高速道路株式会社）」を用います。設定した面積の値には男子トイレ、女子
トイレ、洗面所、倉庫、ベビーコーナーが含まれます。 
 設定した必要面積を参考とし、その結果、約 310 ㎡程度と設定します。 

トイレの便器数は、休憩機能と地域連携機能の利用者に対するサービスを充実する観
点から、サービスエリア相当の便器数を確保します。よって、男小 10 基、男 9 基、女
33 基が想定されます。バリアフリートイレは、身障者及び介助者それぞれの性別に関係
なく同時に入室できるとともに、子ども連れの利用者等、健常者においても誰でも利用
可能な多機能トイレとして、男女のトイレそれぞれに 1 ブース（大型ブース(9 ㎡)）整
備します。 

表 7 トイレの標準的な面積（サービスエリア） 
片側駐車ます数（台） 標準的な面積（㎡） 

200 390 
150 310 
100 230 
50 140 

 

 小型車 大型車(バス) 大型車(トラック) 
a 駐車マス数 160 6 11 
b 回転率 2.4 3.0 2.0 
c 駐車台数（台/H）＝a×b 384 18 22 
d 平均乗車人数（人/H） 2.2 27 1.1 
e 立寄人数（人/H） 
＝c×d 

844 486 24 
計 1,354 

f トイレ利用率 0.76 
g 性別比率 男 0.54、女 0.46 
h ピーク率 男 2.1、女 2.8 
i 便器利用人数（人/H）＝
e×f×g×h 

男 1,166、女 1,325 

j 便器回転率 男 95 人/H、女 40 人/H 
便器数 男小便器利用率 0.8 

男大便器係数 0.75 
男小便器＝i/j×0.8＝1,166/95×0.8＝9.8≒10 
男大便器＝i/j×0.75＝1,166/95×0.75＝9.2≒9 
女＝i/j＝1,325/40＝33.1≒33 

出典 「設計要領第六集建築施設編（R4.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式
会社・西日本高速道路株式会社）」 
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2.2.3 ベビーコーナー 

調乳や授乳、その他赤ちゃんのおむつ替え等ができるスペースとして、24 時間ベビー
コーナーを想定します。ベビーコーナーは、男女ともに安心して利用できるよう、調乳
室・おむつ替えスペースと授乳室を分け、授乳室は扉やカーテンにより仕切りを設けた
個室とします。面積は、以下の事例(道の駅サーモンパーク千歳)を参照し、約 40 ㎡と設
定します。 

 

 

事例 道の駅サーモンパーク千歳 ベビーコーナー(約 40 ㎡) 

 

2.2.4 情報コーナー 

効果的な情報発信と利用促進のため、休憩と一体のオープンスペースを想定します。
道路利用者に町や周辺地域の道路・観光情報等を発信します。面積は、以下の事例(道の
駅季楽里あさひ)を参照し、約 20 ㎡と設定します。 

 

 

事例 道の駅季楽里あさひ 情報コーナー(約 20 ㎡) 
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2.2.5 物販・アンテナショップ施設 

町が誇る食品・食材・特産品の PR 及び販売促進を一括して行う物販施設を想定しま
す。さらに、日本海の豊かな海の幸を産地直送で提供するアンテナショップを設けます。
面積は、以下の事例(道の駅南魚沼雪あかり)を参照し、約 340 ㎡と設定します。 

 

 

事例 道の駅南魚沼雪あかり 直売所(約 300 ㎡) 

 

2.2.6 飲食施設 

「設計要領第六集 建築施設編（H29.7 東日本高速道路株式会社）」を用いて、駐車ま
す数（180 台）からレストラン面積を約 340 ㎡(厨房・事務所約 90 ㎡、客席約 154 席)
程度と算定しました。レストラン面積は以下の流れで算定されます。 

 
【レストラン規模算定の流れ】 

 駐車ます数  Ｐ 
車種構成率Ｓ 

 
 

駐車回転率ｒ  
 車種別駐車台数  Pa＝P・S・r 

平均乗車人員Ｗ   
 立寄人数  N＝Pa・W 

レストラン利用率ｕ   
 レストラン利用人数  NL＝uN（人/ｈ） 

レストラン回転率Ｃ   
 席数  V＝NL/C 

一人当り面積Ｍ   
 レストラン面積  LS＝M・V 

出典 「設計要領第六集 建築施設編（H29.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式
会社・西日本高速道路株式会社）」 
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 また、算定に用いる諸条件は以下の通りです。 
表 14 レストラン規模算定の諸条件 

項目 記号 係数 

駐車ます数 Ｐ 
小型 163 台 
バス 6 台 

トラック 11 台 

駐車回転率 ｒ 
小型 2.4 回/ｈ 
バス 3.0 回/ｈ 

トラック 2.0 回/ｈ 
車種別駐車台数 Pa Ｐ×ｒ 

車種別乗車人員 Ｗ 
小型 1.9 人 
バス 27.0 人 

トラック 1.2 人 
立寄人数 Ｎ Pa×Ｗ 

レストラン利用率 ｕ 
小型 0.3 
バス 0.1 

トラック 0.3 
レストラン利用人数 NL ｕ×Ｎ 
レストラン回転数 Ｃ 2.０人/ｈ 

席数 Ｖ NL/Ｃ 
１人当り面積 Ｍ 1.6 ㎡/人 

レストラン総面積 ΣLS 3・LS※ 
※LS＝レストラン総面積（客室、厨房、付属室の計 3 室の面積和を示す） 

出典 「設計要領第六集 建築施設編（H29.7 東日本高速道路株式会社・中日本高速道
路株式会社・西日本高速道路株式会社）」 
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2.2.7 農と健康のミュージアム・インビテーションセンター 

世界農業遺産を知る・広めることができる体験型ミュージアムを想定します。規模と
しては、ヒアリングに基づき、全体を約 490 ㎡とします。また、体験型シアターは、以
下の事例（道の駅白山文化の里清流⾧良川あゆパーク）を参考とし、小学校の体験学習
にも対応できる約 60 ㎡程度と設定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

事例 道の駅清流⾧川あゆパーク 多面シアター(約 25 ㎡) 
 

2.2.8 多目的室（研修室） 

普段は地域活動や会合、市民協働、世界農業遺産を学ぶ研修等で使うことができ、パ
ーテンションで分割できる構造とすることで展示室など目的に応じて多目的に活用でき
る多目的室（研修室）を想定します。 

規模としては、以下の事例（道の駅南えちぜん山海里（会議室））を参考とし、約 70
㎡程度と設定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

事例 道の駅南えちぜん山海里 会議室(約 65 ㎡) 
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2.2.9 キッズスペース 

子育て世代を支援し、子どもが室内遊具で遊んだり、本を読んだりするキッズスペー
スを想定します。以下の事例（道の駅なないろ・ななえ）を参考とし、約 80 ㎡程度と設
定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例 道の駅なないろ・ななえ キッズスペース（約 67 ㎡） 
 

2.2.10 屋根付きステージ・大屋根広場 

イベントや災害時の活動拠点としての利用を想定し、以下の事例（道の駅果樹公園あ
しがくぼ）を参考に、約 200 ㎡と設定します。 

 
 
 
 
 
 
 

事例 道の駅果樹公園あしがくぼ 屋外スペース（約 200 ㎡） 
 

2.2.11 交通結節施設 

(1) バス停留所 

バス停留所として、一般的な路線バス（⾧さ 12m、幅 2.5m、高さ 3.8m 程度）が１
台停車できるスペースを確保します。 
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2.2.12 その他 

(1) 調整池 

本拠点の開発に伴い、三芳町開発行為等指導要綱基づき、区域内に雨水流出抑制施設
として、調整池を設置する必要があります。 

調整池の容量としては、約 2,200ｔ、地上で必要な面積は約 1,472 ㎡です。(詳細は、
「巻末資料 3.基盤整備計画」を参照。) 

 

(2) 環境配慮 

本拠点の建物は環境に配慮し、ZEBReady、NearlyZEB、ZEB などを目標に建物のエ
ネルギー消費を削減することを目指します。加えて、LED 照明の設置や調光設備や人感
センサーなどの活用により、省エネに配慮します。 

拠点内の緑化に努めるとともに武蔵野の緑の景観を創出し、持続可能な拠点を目指し
ます。 
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3 整備基盤計画 

3.1 造成計画 

3.1.1 造成計画の基本方針 
本拠点の計画敷地約 2.87ha（約 28,700 ㎡）は、東西に⾧く、東西方向で西側から東

側に向けて約 2.8ｍ、南北方向で約１ｍの高低差があり傾斜しています。これを踏まえ、
造成計画を立案しました。 

 
 本拠点利用者の利便に供するよう造成勾配をある程度均一にする。 
 切り盛りバランスをできるだけ合わせ、土工量を少なくする。 
 造成勾配は効率の良い排水計画とするため、調整池方向へ勾配を設け、標準

0.5%程度と設定した。 
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3.1.2 造成計画断面図 
主な敷地断面形状を以下に示します。 

 

 

 

 

図 7 断面図  
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3.2 周辺道路計画  
本拠点外周の町道の計画について、以下に示します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 道路断面図 
 

3.3 インフラ計画 

3.3.1 供給施設の現況 
計画地周辺のインフラ整備状況を次に示します。今後、公共インフラ等に接続する場

合は、関係機関との協議が必要となります。 
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図 9 供給施設の現況 
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3.4 調整池計画 

3.4.1 雨水流出抑制の基本方針 
本拠点の雨水排水計画は「三芳町開発行為等指導要綱（R5.4）」の「雨水流出抑制対

策要領」に準拠し検討します。 
 

２雨水流出抑制対策量 
開発面積が１ha 以上の場合、1ha 当たり 950  とする 

 

3.4.2 雨水流出抑制施設の容量 
調整池の調整容量は、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 許可申請・届

出手引き」及び「三芳町開発行為等指導要綱(R5.4)」に基づき算出します。なお、雨
水流出抑制施設の浸透効果量は考慮しないものとし、雨水流量増加に対する必要対策量
Ｖ（ ）を算定します。 

 
V ≧ A × Va － ( Q / Vb ) × Va 
 <調整池> 
 V = 2.8 × 950 － ( 0 / 0.4309 ) × 950 
 = 1,472.0   
 
ここに、 
 V 雨水流量増加行為に対する必要対策量( ) 
 A 宅地等以外の土地で行う雨水流出増加行為をする土地の面積(ha) 
 Va 地域別調整容量( /ha) = 950  /ha 
 Vb 地域別調整容量( /s/ha) = 0.4309  /s/ha 
 Q  雨水流出抑制施設の浸透効果量( /s) 考慮しない 
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3.5 緑化計画 
本拠点の緑化については、埼玉県緑化計画及び三芳町開発行為等指導要綱に基づき、

計画敷地の 25％以上の面積を緑化すること、及び接道部への積極的な植栽を行うことと
します。 

また、北風の影響を受けやすいため、北側の敷地境界には防風林などにより防風・防
砂対策を施します 
世界農業遺産にふさわしい武蔵野の雑木林の形成を見込んだ樹木を主体にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 緑化計画図 
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